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【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長　殿

【提出日】 2026年１月30日　提出

【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　八木　正展

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南一丁目６番５号

【事務連絡者氏名】 田原　輝行

【電話番号】 03-5210-8500

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ指数

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

 発行価額の総額　上限１兆円

【縦覧に供する場所】 名称　株式会社東京証券取引所

所在地　東京都中央区日本橋兜町２番１号
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

2026年１月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、

売買単位引き下げおよび信託報酬率の引き下げの変更を行うため、本訂正届出書を提出するもので

す。

 

２【訂正の内容】

 

原届出書のうち以下の記載内容を訂正します。

（＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している　　　下線部は訂正部分です。＜更新・訂正後＞に

記載している内容は、原届出書が更新・訂正されます。）
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第二部【ファンド情報】

　

第１【ファンドの状況】

　

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新・訂正後＞

当ファンドは、投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「配当込み東証REIT指数」

（以下「対象指数」といいます。）の変動率に一致させることを目的とします。

一般社団法人　投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分

類は以下の通りです。

（当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団

法人　投資信託協会のホームページ＜https://www.toushin.or.jp/＞をご覧ください。）
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＜信託金の限度額＞

委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円に相当する有価証券および金銭を限度として追加

信託することができます。

委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、

金額および信託金の限度額（約款第３条））

 

＜ファンドの特色＞
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４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

信託報酬等の額および支弁の方法

①　委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計

算期間を通じて毎日、次の１．の額に２．の額を加算して得た額とします。

１．投資信託財産の純資産総額に年率0.2728％（税抜0.248％）以内の率を乗じて得た額

とします。

なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり（税抜）とします。
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  （年率）

委託者 受託者 合計

0.21％ 0.038％ 0.248％

２．投資信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付に係る品貸料（貸付不動産投資信託

証券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。）に55％（税抜50％）以内

の率を乗じて得た額。

ただし、不動産投資信託証券の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合に

は、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの

相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額（当該額が負数のときは零と

します。）に55％（税抜50％）以内の率を乗じて得た額とします。

なお、委託者と受託者の配分は４：１とします。
※　信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定

書面等の作成、基準価額の算出等への対価です。

※　信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。

②　信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとしま

す。

 

※　ファンドが投資対象とする不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるた

め、その費用は表示しておりません。

 

＜訂正後＞

信託報酬等の額および支弁の方法

①　委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計

算期間を通じて毎日、次の１．の額に２．の額を加算して得た額とします。

１．投資信託財産の純資産総額に年率0.1595％（税抜0.145％）以内の率を乗じて得た額

とします。

なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり（税抜）とします。

  （年率）

委託者 受託者 合計

0.120％ 0.025％ 0.145％

２．投資信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付に係る品貸料（貸付不動産投資信託

証券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。）に55％（税抜50％）以内

の率を乗じて得た額。

ただし、不動産投資信託証券の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合に

は、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの

相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額（当該額が負数のときは零と

します。）に55％（税抜50％）以内の率を乗じて得た額とします。

なお、委託者と受託者の配分は４：１とします。
※　信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定

書面等の作成、基準価額の算出等への対価です。

※　信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。

②　信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとしま

す。

 

※　ファンドが投資対象とする不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるた

め、その費用は表示しておりません。
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